
北海道後志総合振興局告示第 １０７０ 号 

 

公     告 

 

次のとおり公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し、協定の相手

方とする手続を実施する。 

 

令和４年（2022）８月１６日 

 

北海道後志総合振興局長 天沼 宇雄 

  

１ 企画提案を募集する事項 

(１) 事業名 令和４年度後志管理区 伐採・造林複合協定型森林整備事業 

(２) 事業の目的 

利用期を迎え大径化の進む人工林材の付加価値向上と主伐後の再造林を着実に進めていくこと

を目的とし、地域の木材需要に応じた素材生産、かつ、造林作業等の軽労化や効率化及び計画的

な雇用の確保等の取り組みを促進するため、林業事業体との協定に基づき、長期的かつ弾力的に

立木販売及び造林等を行う事業(以下｢伐採・造林複合協定型森林整備｣という。)を実施する。 

(３) 対象地域と事業概要 

①  対象地域 

   蘭越町 字川上 後志管理区 ８３林班～８８林班  (図面参照)  

   ② 立木販売事業                                         （単位：ha・m3） 

施業区分 樹 種 面 積 伐採量 備 考 

主 伐 トドマツ        ６８．１１      １８，７８０ 単層林 

トドマツ        ２９．８２       ２，８６０ 複層林 

カラマツ         ４．２１         ３８０ 複層林 

計       １０２．１４      ２２，０２０  

間 伐 トドマツ        ６２．６１       ５，２２０  

    

    

計        ６２．６１       ５，２２０  

合  計       １６４．７５      ２７，２４０  

   ③ 請負事業                                             （単位：ha・本） 

施業区分 作業種 面 積 数 量 備 考 

造林 地拵       １０２．１４  （実面積：７９．３４） 

植栽       １０２．１４ １７２，０００ （実面積：７９．３４） 

    

計       １０２．１４   

   ④ その他想定される（実施可能な）作業内容 

保育：下刈、根踏み   保護：野ねずみ防除   路網：路網草刈、不陸均し、砂利敷  

⑤ 事業予定箇所一覧 別記第３号様式のとおり 

 ⑥ 協定期間 協定締結の日 から 令和 ９ 年 ３ 月 ３１ 日まで 

 

２ 企画提案に参加する者に必要な資格 

(１) 北海道内に本店を有し、かつ、後志総合振興局管内に本店や支店、営業所(森林整備協定を締結

するために設置する場合を含まない。)を有すること。 

(２) 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条の要件を満たす中小企業又は中小企業等協同

組合法（昭和 24 年法律第 181 号）第３条の規定に定める事業協同組合であること。 

(３) ｢競争入札参加資格関係事務取扱要領の制定について」第 2 の 1 の(3)に規定する資格の種類で

「林産物売払い」及び「造林」の資格（以下「入札参加資格」という。）を有していること。 

なお、「造林」に関しては、契約履行可能地域として「後志総合振興局管内」を希望している者で、過

去５年間に水産林務部が所管する造林工事において履行実績がある者。 

別記第 2 号様式 



(４) 「競争入札参加資格指名停止事務処理要領の制定について」（平成 4 年 9 月 11 日付け局総第 461

号総務部長、土木部長、住宅都市部長、水産部長、林務部長、出納長通達）第 2 第 1 項の規定に

よる指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

(５) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされているものについては、手続開始決定

後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。 

(６) 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札へ

の参加を除外されていないこと。 

(７) 北海道林業事業体登録実施要綱（平成 24 年 8 月 27 日付け林業木材第 651 号林業木材課経営育

成担当課長通知）第 3 の規定による資格を有していること。 

(８) 事業協同組合として参加する場合は、構成員と重複していないこと。 

 

３ 手続等 

(１) 担当部局 

名  称 北海道後志総合振興局森林室森林整備課 担当：板橋、山越 

所 在 地 虻田郡倶知安町南４条西１丁目２５－１ (〒044-0034) 

電話番号 0136-22-4274  ファクシミリ 0136-22-3749 

(２) 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限 令和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 (月)  必着 

イ 提出場所 (1)に同じ 

ウ 提出書類 別記第４号様式に定める「参加表明書」 

エ 提出方法 持参又は郵送(配達記録、簡易書留、書留のいずれか)により、1 部を提出 

(３) 企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限 令和 ４ 年 １０ 月 ７ 日 (金)  必着 

イ 提出場所 (1)に同じ 

ウ 提出書類 別記第５号様式に定める「企画提案書」 

エ 提出方法 持参又は郵送(配達記録、簡易書留、書留のいずれか)により、1 部を提出 

(４) 本事業に関する関係資料の閲覧及び複写貸出し 

ア 期間 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日 （木） まで 

イ 場所 （1）に同じ 

(５) 現場説明 

現場説明は随時行うので、希望者は(1)の問合せ先まで連絡すること。 

 

４ 参加資格の審査及び企画提案書の提出 

   参加資格の審査を行い、審査の結果を参加表明書提出者全員に通知するとともに、審査に合格した

者に対して企画提案書等の提出を要請する。 

 

５ 最良の提案をした者の選定方法 

道が予め定めた審査基準及び審査方法により、提出された企画提案書の内容、道有林野産物協定

販売実施要領(平成 21 年 3 月 19 日付け道有林第 884 号)に基づく協定販売の実績評価、道有林野産

物長期安定供給販売実施要領（平成 29 年 3 月 29 日付け道有林第 1009 号）に基づく長期安定供給

販売の実績評価、道有林野伐採・造林複合協定型森林整備実施要領（令和 4 年 3 月 30 日付け道有林

第 1792 号）に基づく伐採・造林複合協定型森林整備の実績評価及び道発注の造林事業（治山事業（森

林整備）を含む）の施工成績結果等を審査し、最良の者(以下｢特定者｣という。)を選定する。 

審査結果は、企画提案者全員に通知するとともに、道のホームページ等により公表する。 

６ 協定締結と売買契約及び請負契約 

   特定者を協定締結の相手方に決定したときは、｢伐採・造林複合協定型森林整備に関する協定書｣

(別記第８号様式)に従って協定を締結するとともに、売買契約に関しては、別途、道有林野の産物売払

規則等に基づき、請負契約に関しては、別途、道有林野請負事業事務取扱要領等に基づき、それぞれ

随意契約を行う。 

 

７ その他 

(1) 参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、企画提案者の負担とする。 

(2) 企画提案に参加する者に必要な資格を有さない者が提出した企画提案書は、無効とする。 

(3) 詳細は、別添の企画提案説明書による。 

 


